
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第10条の２第４項
一 居宅等（薬剤師法第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。）における調剤並びに情報
の提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去一年間において月平均二回以上実施した実績
があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、月平均二回未満であつて当該
都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもつてこれに代えることができる。

 居宅等における調剤の業務並びに訪問診療を利用する者に対する情報の提供及び薬学的知見に基づく
指導を恒常的に実施していることを担保するため、認定申請又は認定更新申請の前月までの過去１年
間において月平均２回以上これらを実施した実績を求めるものである。

 実績として計上する回数は居宅等を訪問して指導等を行った回数とするが、複数の利用者が入居して
いる施設を訪問した場合は、調剤の業務並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行った人数
にかかわらず１回とすること。また、同一人物に対する同一日の訪問は、訪問回数にかかわらず１回
とすること。

 また、本規定は、在宅医療の対応を確保するために設けたものであり、本規定で定められた実績を達
成すること自体を目的とするのではなく、当該実績を満たした後であっても、薬剤師が医療上必要と
認める場合や利用者が希望する場合等にその都度行うことが求められること。

地域連携薬局の認定基準のうち、知事に裁量が認められている基準について
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